
 
 

-1- 
本レポートは、業界・企業に関する情報の提供を目的としたものであり、お客様の経営判断や購買、契約行為にあたってはお客様のご判
断のもとに行っていただくようお願いいたします。本レポートは、クララオンラインが直接ご提供するという方法でのみ配布しておりま
すので、お問い合わせにつきましてはクララオンラインまでご連絡ください。本レポートのいかなる部分も、一切の権利は株式会社クラ
ラオンラインに帰属しており、電子的または機械的な方法を問わず、いかなる目的であれ、無断で複製または転送等を行うことを禁止い
たします。なお本レポートに掲載されている第三者の企業名や商標、ロゴマークは個々の権利所有者に帰属します。また本レポートを日
本国外で配布することは禁止いたします。 

© CLARA ONLINE, Inc. 2018 All rights reserved.  

CLARA ONLINE China Internet Report 
2018.4.9 

Redistribution Prohibited 再配布禁止 

P2P資産管理商品の無ライセンス販売を一掃へ 
 

株式会社クララオンライン 
コンサルティングチーム 

 

<要約> 

中国当局はこのほど、インターネットを通じた資産管理商品の販売について、取り扱
い事業者が必要なライセンスを有しているか調査を行うと発表した。期間は 6 月末ま
でで、ライセンスのない事業者は販売を即時停止し、集めた資金を速やかに返金するよ
う求めている。この通知を受けて、個人投資家の間からは不安の声が上がっている。 

1. インターネットファイナンス事業のライセンス確認へ 

 インターネット金融リスク専項整治工作領導小組は 2018

年 4 月 3 日、「インターネットを通じた資産管理業務の統治強

化および検査作業に関する通知(关于加大通过互联网开展资
产管理业务整治力度及开展验收工作的通知)」を発表した。い

わゆるインターネットファイナンスについて、取り扱い事業

者が必要なライセンスを有しているか、今年 4 月から 6 月末

にかけて調査を行うとしている。 

 ライセンスがない事業者にはサービスの即時停止と返金を求めており、個人投資家の

間では自身が投資したファンドが取り締まりにあうのか、不安の声が上がっている。 

2. 非金融機関のファンド販売が横行 

 通知では、非金融機関は資産管理商品の販売をしてはならないことを改めて示した上

で、インターネットを通じた資産管理商品の販売には、該当する金融ライセンスが必要

だと強調した。具体的には、中央金融管理部門が発行する資産管理業務ライセンスある

いは資産管理商品代理販売ライセンスが必要で、ライセンスが無い事業者は即時サービ

スを停止し、6 月末までに残高をゼロにするよう求めている。 
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今回取り締まりの対象となった資産管理商品には、「定向融資計画」、「理財計画」、「資

金管理計画」等と呼ばれるものが含まれる。このような商品の多くは、投資受託会社が

P2P プラットフォームでファンドを募集・販売する形式をとっているが、その投資受託

会社が必要なライセンスを所持していないケースが散見されるという。 

なお調査は地方政府金融服務弁公室、人民銀行の分支社、各地の銀行業監督管理委員

会などによって編成された専門作業チームによって行われる。必要なライセンスのない

ままサービスを続けていたり、期日までに残高がゼロになっていない場合には、経営許

可の取り消し、WEB サイトの閉鎖、アプリの削除等の行政処分を行うとしている。 

3. 規制強化も市場は成長続く 

 網貸天眼研究院のまとめによると、2018 年 3 月末時点で運営中の P2P レンディング

プラットフォームは 2,025 あり、3 月の取引高は前年同期比 11.95%減の 1919.83 億元

に上る。一方でトラブルも多く、3 月だけで 45 のプラットフォームで連絡が取れなく

なったり、資金が引き出せなくなったり、突然運営を停止したりしている。しかし投資

家は増加しており、3 月は前月比 25.17%増の 350.83 万人だった。全体の平均利益率は

9.79%で、過去 1 年はおおむね 9～10%で推移している。 

もっともインターネットファイナンス市場の規制は年々強まっており、2017 年 12 月

にも「現金貸」と呼ばれる少額融資サービスで、高利貸しや違法な取り立て、詐欺行為

が頻発していることを理由に、新規ライセンスの発行停止や仲介プラットフォームの閉

鎖などが行われている。 

 本レポートに含まれる情報は一般的なご案内であり、包括的な内容であることを目的としており
ません。また法律・条令の適用と影響は、具体的な状況によって大きく変化いたします。具体的
な事業展開にあたってはクララオンライン コンサルティングサービスチームより御社の状況に
特化したアドバイスをお求めになることをおすすめいたします。また本書の内容は 2018 年 4 月
9 日時点で編集されたものであり、その時点の法律及び情報、為替レートに基づいています。 

本書はクララオンライン コンサルティングサービスチームにより作成されたものです。クララオンラ
インの中国、台湾、韓国、シンガポールなどアジア各国のインターネットコンサルティングサービス
に関するお問い合わせは以下の連絡先までお気軽にご連絡ください。 

asia@clara.ad.jp または +81(3)6704-0776 
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